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地域連携推進会議とは
利用者、利用者家族、地域の関係者などにより構成され、以下の目的を達成するた
めに開催される会議。（令和７年度より義務化）

＜目的＞

・利用者と地域の関係づくり

・地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進

・施設等やサービスの透明性・質の確保

・利用者の権利擁護

＜見込まれる効果＞

・事業所の質の担保

・地域との関係構築による、効果的な事業運営

・地域、施設双方の理解促進



会議の構成員

必須
利用者

利用者家族

地域の関係者

任意
福祉に知見のある人

経営に知見のある人

市町村担当者

〇５名程度で構成することが望ましい。

〇「利用者」、「利用者家族」、「地
域の関係者」は必ず選出。

〇「利用者家族」は、選定された「利
用者」とは別の利用者の家族であるこ
とが望ましい。

〇「地域の関係者」とは、自治体や町
内会などの地域団体員、民生委員、学
校関係者、日常的に関りのある地域住
民など。



会議の開催頻度・設置主体
・地域連携推進会議開催頻度：年１回以上

・施設への訪問：年１回以上

・実施方法：対面実施、現地訪問を原則（構成員の都合により、一部オンラインも可）

・設置主体：指定を受けた事業所単位

※１事業所において、複数の共同生活住居
を設置している場合、共同生活住居ごとに
年１回以上、地域連携推進員が訪問する機
会を提供してください。（右図参照）



会議の内容
●会議の開催

構成員との情報共有、意見交換

施設 地域関係者：利用者の日常の様子、支援の様子、運営状況など

地域関係者 施設：地域事情、イベント・行事の情報など

・会議の目的を達成するための議題を設定することが必要。

・構成員と双方で意見交換できる議題が望ましい。

●構成員の施設訪問

職員や利用者との関係づくり

事業所の環境や事業運営の確認

・訪問した際に受けた印象や気付いた点等について報告してもらい、施設の運営上
の工夫や改善点等について意見交換する時間を設けることも有益。



地域連携推進会議の主な流れ
地域連携推進会議の主な流れは以下のとおり。
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地域連携推進会議の主な流れは以下のとおり。

（１）
構成員
の選定

（２）
構成員
に就任
依頼

（３）
会議日
程調整

（４）
会議開
催場所
確保

（５）
会議の
議題検
討

（６）
会議資
料作成

（７）
会議開
催）

（８）
議事録
作成

（９）
議事
録・資
料公表

＜留意点＞
・構成員（地域連携推進員）の選定
・地域連携推進員へは、就任依頼を送る。
・外部の方の地域連携推進会議については、参加承諾書を提出してもらう。



参考（厚生労働省HP）：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41992.html
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＜留意点＞
・会議日程は、開催１ヵ月前までに決定。
・推進員が欠席する場合は、事前に意見や要望の聞き取りを行う。
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＜留意点＞
・施設、地域関係者双方による情報共有を行う。
・会議資料では個人情報の取り扱いに注意。



地域連携推進会議の主な流れ
地域連携推進会議の主な流れは以下のとおり。
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＜留意点＞

・会議開催後は施設が行った報告、構成員からの要望・助言等について議事録を
作成。
・議事録は５年間保存。
・議事録は、ホームページや事業所内掲示などで公表。



参考
・「地域連携推進会議の手引き」（厚生労働省HP）

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001319880.pdf

・「地域連携推進会議の手引き（別冊）」資料編」(厚生労働省HP）

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282618.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001319880.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282618.pdf

	スライド 1: 【障がい者支援施設・Gh対象】 地域連携推進会議について
	スライド 2: 地域連携推進会議とは
	スライド 3: 会議の構成員
	スライド 4: 会議の開催頻度・設置主体
	スライド 5: 会議の内容
	スライド 6: 地域連携推進会議の主な流れ
	スライド 7: 地域連携推進会議の主な流れ
	スライド 8
	スライド 9: 地域連携推進会議の主な流れ
	スライド 10: 地域連携推進会議の主な流れ
	スライド 11: 地域連携推進会議の主な流れ
	スライド 13: 参考

